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＜欄部＞                            ○：入力可 空白：入力不可 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内  容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｙ Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

以下 93から 114までの項目は、最大 99欄まで繰り返し入力することができる。 

93 品目コー

ド 

(「品目番

号＊」欄

左) 

該当する実行関税率表の品目コード（９桁）を必須

入力する。 

ただし、次の場合はそれぞれにより入力する。 

イ 関税定率法第 14 条第 18 号(無条件免税)に規定

する少額貨物の無条件免税の適用を受ける場合で

あって、ＮＡＣＣＳ用品目コード（98類）（「業務

コード集」参照）に官署が掲載されている場合は、

該当するＮＡＣＣＳ用品目コードの９桁目までを

入力し、官署が掲載されていない場合は、

「980000000」を入力する。 

ロ 第３条の３(少額輸入貨物に対する簡易税率) 

に規定する少額輸入貨物に対する簡易税率の適用

を受ける場合は、ＮＡＣＣＳ用品目コード（少額

輸入貨物）（「業務コード集」参照）のＮＡＣＣＳ

用品目コードの９桁目までを入力する。 

ハ 実行関税率表の「ＮＡＣＣＳ用」欄に「†」、「†

１」等が記載されている場合は、ＮＡＣＣＳ用品

目コード（輸入）（「業務コード集」参照）又は実

行関税率表附表を参照し、番号の９桁目までを入

力する。 

ニ 輸入（引取）申告又は特例委託輸入（引取）申

告の場合で、かつ、邦貨換算後のインボイス価格

の合計が 201,000 円未満の場合は、実行関税率表

の品目コード６桁目までで入力することができ

る。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

94 ＮＡＣＣ

Ｓ用コー

ド 

(「品目番

号＊」欄

右) 

実行関税率表上のＮＡＣＣＳ用コード（１桁）を入

力する。ただし次の場合はそれぞれにより入力する。 

イ 関税定率法第 14 条 18 号（無条件免税）に規定

する少額貨物の無条件免税の適用を受ける場合で

あって、ＮＡＣＣＳ用品目コード（98類）（「業務

コード集」参照）に官署が掲載されている場合は、

該当するＮＡＣＣＳ用品目コードの 10 桁目を入

力し、官署が掲載されていない場合は、「0」を入

力する。 

ロ 第３条の３(少額輸入貨物に対する簡易税率) 

に規定する少額輸入貨物に対する簡易税率の適用

を受ける場合は、ＮＡＣＣＳ用品目コード（少額

輸入貨物）（「業務コード集」参照）のＮＡＣＣＳ

用品目コードの 10桁目を入力する。 

ハ 実行関税率表の「ＮＡＣＣＳ用」欄に「†」、「†

１」等が記載されている場合は、ＮＡＣＣＳ用品

目コード（輸入）（「業務コード集」参照）または

実行関税率表附表を参照し、番号の 10桁目を入力

する。 

ニ 関税法基本通達 67－４－17（関税率表等の分類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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番 

項目名 

(入力画

面） 

内  容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｙ Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ
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Ｂ
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Ｈ
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Ｊ
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の特例扱い）の規定により少額品目を一括して申

告する場合は、「Ｘ」を入力する。 

（注）関税定率法第３条の３(少額輸入貨物に対

する簡易税率)に規定する少額輸入貨物に

対する簡易税率が適用される場合は、この

分類の特例扱いは適用されないことから留

意すること。 

ホ 再輸入（輸入統計品目番号 7108.20－000 及び

7118.90－010に該当する貨物を除く。）の場合は、

「Ｙ」を入力する。 

ヘ 統計基本通達 21－１（普通貿易統計計上貨物）

に規定する貨物以外の貨物又は通達 21－２（普通

貿易統計計上除外貨物）に規定する貨物の場合は、

「Ｅ」を入力する。関税定率法基本通達 14-16(6)

ただし書きに規定する税番が異なる通い容器が複

数ある場合においても、同様とする。 

ただし、関税定率法第 14 条第 18 号（無条件免

税）又は第３条の３(少額輸入貨物に対する簡易税

率)が適用される場合は、前記イ又はロにより入力

する。 

ト 実行関税率表の特殊取扱品として、「品目番号

＊」欄左に「000000011」を入力した場合は「4」

を入力し、「000000019」を入力した場合は「5」を

入力する。 

チ 輸入（引取）申告又は特例委託輸入（引取）申

告の場合で「品目番号＊」欄左に実行関税率表の

品目コード６桁目までで入力した場合は、入力不

可。 

95 品名 

(「品名」

欄) 

(1) インボイス等に記載されている品名を入力する。 

(2) 入力しない場合は、「品目番号＊」欄左への入力

内容に基づき、システムに登録されている品名が自

動的に出力される。 

  ただし、輸入（引取）申告又は特例委託輸入（引取）

申告であって、「品目番号＊」欄左に実行関税率表

の品目コードを先頭６桁までで入力した場合は出力

されないことから品名を入力すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

96 原産地コ

ード 

(「原産地

＊」欄左) 

（申告等

種別「Ｙ」

は「原産

地＊」欄） 

当該貨物に係る原産地を国名コード（「業務コード

集」参照）で必須入力する。 

なお、「ＪＰ」（日本）は入力することができない

ことから、再輸入品の場合は統計基本通達７－２（２）

（国別の選定基準）ただし書きの規定により、積出国

を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

97 原産地証

明書識別 

(「原産地

＊」欄右) 

原産地証明書識別コード（「業務コード集」参照）を

入力する。 

なお、原産地証明書提出猶予申請又は原産品申告書

提出猶予申請を輸入申告等と併せて行う場合は、次の

○ 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
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Ｃ

Ｆ 
Ｙ Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ
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Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
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入力方法による（経済連携協定関税割当品目に該当し

ないものに限る。）。 

（入力方法） 

① ＢＰを条件とする場合 

貨物の種類（４桁目）に「Ｍ」（特恵用原産地証

明書提出猶予申請を行う貨物（一般特恵））又は、、

「７」（ＥＰＡに基づく原産地証明書又は原産品

申告書の提出猶予申請を行う貨物（ＥＰＡ用））

を入力し、かつ、「ＢＰ申請事由」欄に「３Ｂ」

（原産地証明書又は原産品申告書の提出が遅れ

る）を入力する。 

また、ＢＰ承認後の貨物に係る輸入申告の際に

は、本来の原産地証明書識別へ変更する。 

② 災害その他やむを得ない理由により原産地証明

書又は原産品申告書の提出が遅れる場合 

税関に相談した上で、貨物の種類（４桁目）に「Ｍ」

（特恵用原産地証明書提出猶予申請を行う貨物

（一般貨物））又は「７」（ＥＰＡに基づく原産地

証明書又は原産品申告書の提出猶予申請を行う

貨物（ＥＰＡ用））を入力し、具体的な理由を｢記

事（税関）｣欄に入力する。 

※ 原産地証明書提出猶予申請又は原産品申告書提出

猶予申請を行う場合、原産地証明者等区分（３桁目）

は「Ｏ」以外を入力する。 

※ 「申告等種別＊」欄に「Ｓ」（蔵入承認申請）、「Ｍ」

（移入承認申請）、「Ａ」（総保入承認申請）又は「Ｇ」

（展示等申告）を入力した場合は、②の方法による。 

 

（注） 

① 本項目に「Ｒ」（貨物、インボイス等により原産

地が確認できる貨物）又は「Ｎ」（原産地が確認

できない貨物）の一桁を入力することにより、本

業務の実施時に「ＷＫＯＲ」又は「ＷＫＯＮ」が

システムにより自動的に出力される。 

② 「申告等種別＊」欄に「Ｊ」（輸入（引取・特例）

申告）、「Ｐ」（特例委託輸入（引取・特例）申告）

又は「Ｒ」（蔵出輸入（引取・特例）申告）を入

力した場合は、貨物の種類（４桁目）に「Ｍ」（原

産地証明書提出猶予申請を行う貨物（一般特恵））

又は「７」（原産地証明書提出猶予申請を行う貨

物（ＥＰＡ））は入力不可。 

③ 経済連携協定関税割当品目については原産地証

明書提出猶予申請及び原産品申告書提出猶予申

請をシステムで行うことはできない。当該事由に

該当する場合は、経済連携協定関税割当品目用の

コードを入力の上、原産地証明書提出猶予申請及

び原産品申告書提出猶予申請については書面に

より行う。 
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④ 日ＥＵ経済連携協定において、原産性に関する明

細情報が提供できない場合、原産地証明者等区分

（３桁目）は「Ｑ」（製造者による原産品申告書

（原産性に関する情報が提供できない場合））又

は「Ｆ」（輸出者による原産品申告書（原産性に

関する情報が提供できない場合））を入力する。 

98 数量(１) 

(「数量

１」欄左) 

統計基本通達 21－１（普通貿易統計計上貨物）に規

定する貨物について、数量を入力する。 

（注） 

① 統計計上用の第１数量及び第２数量の入力が必

要とされる場合は、「数量１」欄左及び「数量２」

欄左の各欄に、それぞれの数量を入力する。 

この場合、第１数量と第２数量の入力順は特定さ

れない。 

② 関税に従量税若しくは選択税率が適用される貨

物又は内国消費税に従量税が適用される貨物に

ついては、課税標準とする数量等を必須入力し、

統計計上貨物について、その数量単位が統計計上

用第２数量単位と相違し、かつ、システムにより

当該第２数量単位に換算できないときは、統計計

上用数量も併せて入力する。 

この場合も①と同様、課税標準用数量等と統計計

上用数量との入力順は特定されない。 

（入力例） 

品  名 重 量 基 本 税 率 

統計計上 

第２数量

単位 

オレンジ 

ジュース 

500KG 

470L 

35％又は 27

円/KG のうちい

ずれか高い税率 

Ｌ 

数量１  500－ KG 数量２    470－  L 

③ 統計計上除外貨物のうち、次の貨物については、

①及び②に準じて数量等を入力する。 

イ 内国消費税の課税又は免税の物品。 

ロ 選択税率適用物品。 

ハ 再輸入（内国産貨物の輸入）品。 

④ 統計計上用数量単位の入力によって運賃を重量

按分又は容量（容積を含む。）按分することがで

きない場合は、統計計上用数量単位以外に按分用

の数量も入力する。 

この場合も①と同様、統計計上用数量と按分用の

数量との入力順は特定されない。 

○ 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

99 数量単位 

コ ー ド

(１) 

(「数量

１」欄右) 

「数量 1」欄左を入力した場合は、数量の単位を通

関用数量換算単位コード（「業務コード集」参照）で

必須入力する。 ○ 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Ｃ

Ｆ 
Ｙ Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
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100 数量(２) 

(「数量

２」欄左) 

「数量１」欄左に準じて入力する。 

○ 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

101 数量単位 

コ ー ド

(２) 

(「数量

２」欄右) 

「数量１」欄右に準じて入力する。 

○ 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

102 輸入貿易

管理令別

表コード 

(「輸入令

別表」欄) 

輸入貿易管理令別表第１又は別表第２に該当する場

合は、輸入貿易管理令別表コード（「業務コード集」

参照）を入力する。 ○ 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

103 蔵置種別

等コード 

(「蔵置種

別等」欄) 

(1) 「申告等種別＊」欄に「Ａ」（総保入承認申請）を

入力した場合は、次の区分に応じたコードを必須入

力する。 

区 分 コード 

蔵置 Ｓ 

加工・製造 Ｍ 

展示・使用 Ｄ 

(2) 「申告等種別＊」欄に「Ｇ」（展示等申告）を入力

した場合は、次の区分に応じたコードを必須入力す

る。 

区 分 コード 

建設用機器・資材 １ 

展示物品 ２ 

販売物品・消費物品 ３ 

その他 ４ 
 

 

 

  ○ ○      ○ 

104 課税価格 

按分係数 

(「ＢＰＲ

係数」欄) 

（申告等

種別「H」

及び「N」

は「仕入

書価格」

欄） 

(1) 複数欄にわたる申告及び分割申告の場合で、各欄

の課税価格を価格按分により算出する場合は、価格

按分するための係数（当該欄の価格等）を入力する。 

(2) 小数点以下第２位まで入力することができる。 

(3) 「申告等種別＊」欄に「Ｈ」（輸入（引取）申告）

又は「Ｎ」（特例委託輸入（引取）申告）を入力した

場合は、インボイス価格を入力する。 

(4) 「運賃按分」欄又は「課税価格」欄に入力する場

合は入力不可。 

○ 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

105 運賃按分 

識別 

(「運賃按

分」欄) 

複数欄の申告、かつ、入力した運賃を重量又は容量

（容積を含む。）で按分し、他の欄の課税価格の計算に

算入しない場合は、次の区分に応じたコードを入力す

る。 

区 分 コード 

重量按分する場合 Ａ 

容量按分する場合 Ｂ 

（注）本欄を入力することにより、「運賃」欄の運賃が

○ 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
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重量按分又は容量按分されることから、全ての「数

量」欄に、重量系又は容量系の数量及び単位の入力

を要する。 

また、保険料については、本欄に入力しない欄の

課税価格に加算処理される。 

106 ＦＯＢ通

貨コード 

(「課税価

格」欄左) 

入力不可。 

 

 

         

 

107 課税価格 

(「課税価

格」欄右) 

(1) 自動計算によらず、手計算により課税価格を算出

した場合は、当該価格を邦貨で入力する。 

(2) 一部の品目について関税定率法第４条の６（航空

運送貨物等に係る課税価格の決定の特例）に基づく

運賃特例扱いを適用する場合は、運賃特例扱い運賃

を加算し算出した課税価格を邦貨で入力する。 

(3) 「ＢＰＲ係数」欄を入力した場合は、入力不可。 

(4) 「申告等種別＊」欄に「Ｙ」（少額関税無税）を入

力した場合において「仕入書価格」欄左に「ＦＯＢ」、

「Ｃ＆Ｆ」、「Ｃ＆Ｉ」又は「ＣＩＦ」以外を入力し

たときは、必須入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

108 事前教示

（分類）

（「事前

教示（分

類）」欄） 

分類に関する事前教示を受けている場合は、事前教

示の登録番号を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

109 事前教示

（ 原 産

地）（「事

前 教 示

（ 原 産

地）」欄） 

原産地に関する事前教示を受けている場合は、事前

教示の登録番号を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

110 関税減免

税コード 

(「関税減

免税コー

ド」欄 ) 

（申告等

種別「S」、

「M」、「A」

及び「G」

は「ＩＮ

Ｎ 等 対

象」欄） 

関税について、減税、免税、控除又は軽減税率の適

用を受ける場合は、関税減免税コード（輸入）（「業

務コード集」参照）を入力する。 

なお、納期限延長と再輸出免税を同時に適用する輸

入申告（納期限延長コードが「M」の場合に限る）又は

再輸出免税を適用する特例申告について、あらかじめ

税関から担保の提供を要しない旨の回答を得ている場

合は、上記輸入申告にあっては再輸出免税に係る担保

提供を不要とする関税減免税コード（輸入）を、特例

申告にあっては特例輸入申告制度用の関税減免税コー

ド（輸入）をそれぞれ入力する。 

○ 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

111 関税減税

額 

(「関税減

税額」欄) 

減税又は控除の場合は、手計算により算出した減税

額又は控除額を入力する。 
○ 

 

    ○ ○ ○  ○ ○ 
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項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内  容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｙ Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

以下 112から 114までの項目は、最大６欄まで繰り返し入力することができる。  

112 内国消費

税等種別

コード 

(「内消費

税 等 種

別」欄) 

内国消費税、地方消費税又は特殊関税が課される場

合は、内国消費税等種別コード（「業務コード集」参照）

を入力する。 

（注） 

① その他の内国消費税又は特殊関税に係る内国消

費税等種別コードは、消費税に係る内国消費税等

種別コードよりも先に入力する。 

② 納付すべき地方消費税がある場合であっても、消

費税に係る内国消費税等種別コードを入力する

ことによりシステムによって自動計算されるこ

とから、地方消費税については入力を要しない。 

③ 「品目番号」欄左に関税定率法第 14条第 18号（無

条件免税）用のコード（例：「980000000」等）を

入力した場合は、消費税に係る内国消費税等種別

コードの入力は要しない。 

④ 「納期限延長」欄に「Ｔ」又は「Ｆ」を入力した

場合は、「Ｌ」（酒税）又は「Ｅ」（たばこ税）と

消費税以外に係る内国消費税等種別コードの併

用使用は不可。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

113 内国消費

税等減免

税コード 

(「減免税

コード」

欄) 

次のいずれかに該当する場合は、内国消費税等減免

税コード（「業務コード集」参照）を入力する。 

(1) 内国消費税について、減税、免税、控除又は未納

税引取が適用される場合。 

(2) 特殊関税（緊急関税を除く。）について、減税が適

用される場合。 

(3) 石油石炭税の特例納付が適用される場合。 

（注） 

① 「品目」欄左に関税定率法第 14条第 18号（無条

件免税）用のコード（例：「980000000」等）を入

力した場合は、消費税に係る内国消費税等減免税

コードの入力を要しない。 

② 特殊関税（緊急関税を除く。）が免除される場合

は、入力を要しない。 

③ 納期限延長と再輸出免税を同時に適用する輸入

申告（納期限延長コードが「M」の場合に限る）

又は再輸出免税を適用する特例申告について、あ

らかじめ税関から担保を要しない旨の回答を得

ている場合は、上記輸入申告にあっては再輸出免

税に係る担保提供を不要とする内国消費税等減

免税コードを、特例申告にあっては特例輸入申告

制度用の内国消費税等減免税コードをそれぞれ

入力する。 

○ 

 

        ○ ○ ○   ○ ○ 

114 内国消費

税等減税

等額 

(「内消税

減税額」

内国消費税について減税又は控除がある場合は、手

計算により算出した減税額又は控除額を邦貨で入力す

る。 ○ 

 

    ○ ○ ○  ○ ○ 
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項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内  容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｙ Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

欄) 

 

ロ 呼出しによる方法 

輸入申告等事項の登録に必要な事項を呼び出す場合は「輸入申告事項呼出し」業務（業務コ

ード：ＩＤＢ）を利用して、呼出しを行う情報について、次の事項を入力し送信する。 

 

（注）貨物情報及びインボイス・パッキングリスト仕分け情報については、重複して呼び出

呼出し情報 項目名 

（入力画面） 

内容 

貨物情報 

（システムに貨物情報

が登録されている場合

に限る。） 

（注） 

申告等種別コード 

（「申告等種別」欄） 

前記イ（呼出しによらない方法）の入力項目

表項番３（申告等種別コード）に準じて入力す

る。 

Ｂ ／Ｌ番号／ＡＷＢ番号 

（「Ｂ ／Ｌ番号／ＡＷＢ番

号」欄） 

(1) 直載貨物の場合はＡＷＢ番号を入力する。 

(2) 混載貨物の場合はＨＡＷＢ番号を入力す

る。 

インボイス・パッキン

グリスト仕分け情報 

（インボイス・パッキ

ングリスト仕分情報が

登録されている場合に

限る。） 

（注） 

申告等種別コード 

（「申告等種別」欄） 

前記イ（呼出しによらない方法）の入力項目

表項番３（申告等種別コード）に準じて入力す

る。 

電子インボイス受付番号 

（「電子インボイス受付番

号」欄） 

「申告等種別」欄 

電子インボイス受付番号を入力する。 

他省庁業務入力情報 

（共通管理番号を取得

している場合に限る。） 

申告等種別コード 

（「申告等種別」欄） 

前記イ（呼出しによらない方法）の入力項目

表項番３（申告等種別コード）に準じて入力す

る。 

共通管理番号 

（「共通管理番号」欄） 

他省庁業務の事項登録で払い出された共通

管理番号を入力する。 

輸入申告等情報 

（「当初輸入申告情報

呼出し（蔵出輸入申告

等）」業務（業務コー

ド：ＤＬＩ０１）を実

施している場合に限

る。） 

申告等番号 

（「申告等番号」欄） 

税関手続関連（共通編）-共通手続-第２章第

12 節１（当初輸入申告情報呼出し（蔵出輸入

申告等））により、「当初輸入申告情報呼出し（蔵

出輸入申告等）」業務（業務コード：ＤＬＩ０

１）の応答画面の左下部に出力された呼出し用

申告等番号を入力する。 
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すことができる。 

上記により、呼出しを行った情報と輸入申告等に共通の事項が「輸入申告事項登録情報」等

（※）として応答画面に出力されることから、出力された内容を確認の上、他の事項を前記イ

（呼出しによらない方法）に準じて入力し、送信する（補完項目については、別紙２（補完項

目）参照）。 

※「輸入申告事項登録情報」等 

・「輸入申告事項登録情報」（出力情報コード：ＡＡＤ４１９１） 

・「輸入申告（少額関税無税）事項登録情報」（出力情報コード：ＡＡＤ６０１１） 

・「輸入（引取）申告事項登録情報」（出力情報コード：ＡＡＤ４２０１） 

・「輸入（引取・特例）申告事項登録情報」（出力情報コード：ＡＡＤ４２１１） 

・「蔵出等輸入申告事項登録情報」（出力情報コード：ＡＡＤ４２２１） 

・「蔵入等承認申請事項登録情報」（出力情報コード：ＡＡＤ４２３１） 

・「蔵出輸入（引取・特例）申告事項登録情報」（出力情報コード：ＡＡＤ６２５１） 

 

(2) 出力情報 

前記(1)（輸入申告等事項の登録）により、輸入申告等事項がシステムに登録された場合は、通

関業者等に次の情報が配信される。 

出力情報 出力条件 

輸入申告等入力控情報 

（注） 

「申告等種別＊」欄に次のいずれかのコードを入力した場合。 

「Ｃ」（輸入申告（申告納税）） 

「Ｆ」（輸入申告（賦課課税）） 

「Ｊ」（輸入（引取・特例）申告） 

「Ｐ」（特例委託輸入（引取・特例）申告） 

「Ｓ」（蔵入承認申請） 

「Ｍ」（移入承認申請） 

「Ａ」（総保入承認申請） 

「Ｇ」（展示等申告） 

「Ｋ」（蔵出輸入申告（申告納税）） 

「Ｄ」（蔵出輸入申告（賦課課税）） 

「Ｕ」（移出輸入申告（申告納税）） 

「Ｌ」（移出輸入申告（賦課課税）） 

「Ｂ」（総保出輸入申告（申告納税）） 

「Ｅ」（総保出輸入申告（賦課課税）） 

「Ｒ」（蔵出輸入（引取・特例）申告） 

 輸入申告（少額関税無

税）入力控情報（注） 

「申告等種別＊」欄に「Ｙ」（輸入申告（少額関税無税））を入

力した場合。 

輸入（引取）申告入力控

情報（注） 

「申告等種別＊」欄に「Ｈ」（輸入（引取）申告）又は「Ｎ」

（特例委託輸入（引取）申告）を入力した場合。 

（注）出力情報コードについては、別紙３（入力控情報）を参照すること。 


